
 

 

聖籠町立図書館設置条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２８年３月２４日 

聖籠町教育委員会教育長 伊藤 順治 

聖籠町教育委員会規則第１号 

聖籠町立図書館設置条例施行規則の一部を改正する規則 

聖籠町立図書館設置条例施行規則（平成元年聖籠町教委規則第５号）の一部

を次のように改正する。 

第２８条を第２９条とする。 

第５章中第２７条を第２８条とし、第２６条を第２７条とし、第２５条を第

２６条とする。 

第４章中第２４条を第２５条とする。 

第３章第４節中第２３条を第２４条とし、第２２条を第２３条とする。 

第３章第３節中第２１条を第２２条とし、第１８条から第２０条までを１条

ずつ繰り下げる。 

第３章第２節中第１７条を第１８条とし、第１３条から第１６条までを１条

ずつ繰り下げる。 

第３章第１節中第１２条の次に次の１条を加える。 

（会議室の利用） 

第１３条 会議室の利用については、別に定めるところによる。 

  附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 


